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評価員の役割 

 
 
１．評価員の位置付け 

市長は、市が施行する土地区画整理事業において、土地または建築物の評価につい

て経験を有する３人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなけ

ればならない。（土地区画整理法第６５条第１項） 

 
 

２．評価員の役割 

   施行者（市）は、換地計画において清算金若しくは保留地を定めようとする場合又

は減価補償金を交付しようとする場合に評価員の意見を聴かなければならい。（土地

区画整理法第６５条第３項） 

 
① 清算金を定めようとする場合（土地区画整理法第９４条） 
② 保留地を定めようとする場合（土地区画整理法第９６条） 

③ 減価補償金を交付しようとする場合（土地区画整理法第１０９条） 

 
３．その他 

   具体的には、次のような事項についても評価員の意見を聴きます。 

 
① 土地評価基準の制定 
② 保留地位置、価格の決定 
③ 路線価指数の決定 
④ 指数単価の決定 
⑤ 所有権及び所有権以外の権利割合の決定 




